
携帯電話端末等賃貸借等業務仕様書 

 

１ 目的 

 本業務は、香芝市立保育所、認定こども園及び幼稚園における携帯

電話端末又はスマートフォン端末（以下「携帯電話端末等」という。）

に関連する機器類及び通信サービス（以下「機器等」という。)につ

いて賃貸借契約を締結することにより調達し、通信環境を整備するこ

とを目的とする。 

 

２ 件名 

携帯電話端末等賃貸借等業務 

 

３ 業務概要 

本業務は、香芝市立保育所、認定こども園及び幼稚園において使用

する携帯電話端末等を賃貸借契約により調達するものである。 

 

４ 調達機器等 

機器等 機器等の付属品及び通話プラン 

携帯電話端末等（４Ｇ対応） ・充電用ＡＣアダプタ等 

・通話プラン（国内かけ放題） 

 

５ 納入数量 

前記４の調達機器等 １２台 

 

６ 納入期限 

令和７年１２月 １日 

 

７ 納入場所 

香芝市総合福祉センター（奈良県香芝市逢坂１丁目３７４番地１） 

 香芝市子ども家庭部保育幼稚園課 

 

８ 賃貸借期間 

令和７年１２月１日から令和１０年１１月３０日まで（３６か月） 

ただし、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降において、

この契約に係る予算額に減額又は削除が生じた場合には、契約の変更

又は解除をすることがある。また、賃貸借期間中における違約金につ

いては双方の協議事項とする。 

 

９ 保守 

⑴ 納入された調達機器等の賃貸借期間中の故障又は発見された瑕疵

については、本市における調達機器等の管理に瑕疵がある場合を除



き、無償で対応すること。また、当該機器の修理又は交換に必要と

なった経費については納入者が負担し、その際の端末設定について

は納入者で実施し、又は本市への技術的支援を行うものとする。 

⑵ 無償のサポートデスクを設けていること。 

 

１０ その他 

⑴ 調達機器は同色の同機種を前提とするが、本市と協議の上、同種

の機種でも可とする。 

⑵ 本市の指示がない限り、調達機器等の納入時における梱包材等は

持ち帰ること。 

⑶ 本仕様書に掲げる調達機器等の性能等に関する全ての事項は最低

仕様とし、性能等に係る数値等については、全て同等又は同等以上

の性能を有すること。 

⑷ 調達機器等の賃借料は月額の通信費に含むこと。 

⑸ 支払は月額払とし、適正な請求があった日から原則３０日以内に

支払うものとするが、双方協議の上、合意した際はその限りとしな

い。なお、請求には、全ての調達機器等に係る賃借料、通信料その

他必要な経費を含み、内訳及び回線ごとのデータ使用料が確認でき

る一覧を添付すること。 

 


